
 

鑑定委員規則（原文は縦書き） 

 

昭和四二年三月二三日最高裁判所規則第四号 

改正 同四四年九月二五日最高裁判所規則第九号 

同四五年五月一五日同第三号 

同四六年六月一四日同第六号 

同四八年六月一一日同第四号 

同四九年六月二一日同第四号 

同五○年九月二○日同第三号 

同五○年一一月一五日同第七号 

同五一年六月一六日同第五号 

同五二年六月一三日同第一号 

同五三年六月一三日同第二号 

同五四年三月三一日同第一号 

同五四年六月一八日同第三号 

同五五年六月一六日同第四号 

同五六年六月一五日同第五号 

同五七年六月一四日同第三号 

同五九年六月一八日同第四号 

同六○年六月一七日同第二号 

同六一年六月一六日同第三号 

同六二年六月一五日同第二号 

同六三年六月一三日同第三号 

平成元年六月一四日同第二号 

同二年四月二四日同第二号 

同二年六月一三日同第五号 

同三年六月一二日同第二号 

同四年二月二一日同第三号 

同四年六月一○日同第七号 

同五年六月一○日同第三号 

同六年六月三○日同第四号 

同七年六月七日同第二号 

同八年六月六日同第三号 

同九年六月五日同第二号 

同一○年六月一日同第二号 



同一一年六月九日同第三号 

同一二年一月七日同第一号 

同一二年六月九日同第八号 

同一五年六月一六日同第一三号 

同一六年六月九日同第一○号 

同二四年七月一七日同第九号 

同二五年七月三一日同第三号 

令和元年七月九日同第二号 

同五年六月一日同第二号 

同六年六月一二日同第一二号 

同七年二月一二日同第三号 

同七年三月三日同第五号 

同七年六月一一日同第八号 

同八年三月二四日同第五号 

同八年六月一〇日同第一〇号 

 

鑑定委員規則を次のように定める。 

鑑定委員規則 

 

（この規則の趣旨） 

第一条 借地借家法（平成三年法律第九十号）第四十七条第二項（大規模な災害の被

災地における借地借家に関する特別措置法（平成二十五年法律第六十一号）第五条第

二項（同条第四項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）

及び接収不動産に関する借地借家臨時処理法（昭和三十一年法律第百三十八号）第二

十条において準用する大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法附

則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定によ

る廃止前の罹災都市借地借家臨時処理法（昭和二十一年法律第十三号）第十九条第二

項の規定による鑑定委員（以下「鑑定委員」 という。）となるべき者の選任等に関し

ては、これらの法律に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（平四最裁規三・平二四最裁規九・平二五最裁規三・一部改正） 

 

（選任の不適格事由） 

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、鑑定委員となるべき者に選任すること

ができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 



三 弁護士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は建築士として除名、登録の消

除又は免許の取消しの懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者 

（昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・平二四最裁規九・令七最裁規三・一部改正） 

 

（選任の取消し） 

第三条 地方裁判所は、鑑定委員となるべき者に鑑定委員たるにふさわしくない行為

があつたときは、その選任を取り消さなければならない。 

 

（指定の辞退の制限） 

第四条 鑑定委員となるべき者に選任された者が鑑定委員に指定されたときは、正当

な理由がなければ、これを辞退することができない。 

 

（指定の取消し） 

第五条 裁判所は、事件を処理するため特に必要があると認めるときは、鑑定委員の

指定を取り消すことができる。 

２ 第三条の規定により選任を取り消された者が鑑定委員である場合には、裁判所は、

その指定を取り消さなければならない。 

（旅費及び宿泊料） 

第六条 鑑定委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の四種とし、

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅

費法」という。）及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令（令和六年政令第三百

六号。同項において「旅費法施行令」という。）の規定に基づいて受ける旅費の金額

と同一の金額を支給する。 

２ 鑑定委員の宿泊料は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける宿泊費の

金額と同一の金額を支給する。 

３ 前二項に定めるもののほか、鑑定委員に支給する旅費及び宿泊料については、別

に最高裁判所の定めるところによる。 

（昭四六最裁規六・全改、昭五〇最裁規七・昭五四最裁規一・平二最裁規二・令七最

裁規五・一部改正） 

 

（日当の支給基準及び額） 

第七条 鑑定委員の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。 

２ 日当の額は、一日当たり六千五百四十円以内において、裁判所書記官が定める。 

（昭四六最裁規六・全改、昭四九最裁規四・昭五〇最裁規七・昭五一最裁規五・昭五

二最裁規一・昭五三最裁規二・昭五四最裁規三・昭五五最裁規四・昭五六最裁規五・

昭五七最裁規三・昭五九最裁規四・昭六〇最裁規二・昭六一最裁規三・昭六二最裁規



二・昭六三最裁規三・平元最裁規二・平二最裁規五・平三最裁規二・平四最裁規七・

平五最裁規三・平六最裁規四・平七最裁規二・平八最裁規三・平九最裁規二・平一〇

最裁規二・平一一最裁規三・平一二最裁規八・平一五最裁規一三・平一六最裁規一〇・

令元最裁規二・令五最裁規二・令六最裁規一二・令七最裁規五・令七最裁規八・令八

最裁規五・令八最裁規一〇・一部改正） 

 

（その他の事項） 

第八条 この規則に定めるもののほか、鑑定委員となるべき者の選任及び鑑定委員の

指定に関し必要な事項は、地方裁判所において定めることができる。 

（令七最裁規五・旧第九条繰上） 

 

附則 

この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。 

（令七最裁規五・一部改正） 

 

 

附則（昭和四四年九月二五日最高裁判所規則第九号） 

１ この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和四五年五月一五日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、昭和四十五年五月二十二日から施行する。 

２ この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和四六年六月一四日最高裁判所規則第六号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、昭和四十六年七月一日から施行し、第六条の規定による改正後の参

与員規則第七条第二項の規定、第八条の規定による改正後の司法委員規則第六条第二

項の規定、第九条の規定による改正後の調停委員規則第十条第二項の規定及び第十条

の規定による改正後の鑑定委員規則第七条第二項の規定は、昭和四十七年一月一日か

ら適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調

停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和四十六年十二月三十一日ま

での間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額に

ついては、なお従前の例による。 



 

附則（昭和四八年六月一一日最高裁判所規則第四号） 

１ この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和四九年六月二一日最高裁判所規則第四号） 

１ この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた司法委員、参与員及び鑑定委員の日当の額

については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五〇年九月二〇日最高裁判所規則第三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附則（昭和五〇年一一月一五日最高裁判所規則第七号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五一年六月一六日最高裁判所規則第五号） 

１ この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五二年六月一三日最高裁判所規則第一号） 

１ この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五三年六月一三日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五四年三月三一日最高裁判所規則第一号） 

１ この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五四年六月一八日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 



 

附則（昭和五五年六月一六日最高裁判所規則第四号） 

１ この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五六年六月一五日最高裁判所規則第五号） 

１ この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五七年六月一四日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。 

 

附則（昭和五九年六月一八日最高裁判所規則第四号） 

１ この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（昭和六〇年六月一七日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（昭和六一年六月一六日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（昭和六二年六月一五日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（昭和六三年六月一三日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前



の例による。 

 

附則（平成元年六月一四日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、平成元年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成二年四月二四日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 

 

附則（平成二年六月一三日最高裁判所規則第五号） 

１ この規則は、平成二年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成三年六月一二日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、平成三年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成四年二月二一日最高裁判所規則第三号） 

この規則は、借地借家法（平成三年法律第九十号）の施行の日（平成四年八月一日）

から施行する。 

 

附則（平成四年六月一〇日最高裁判所規則第七号） 

１ この規則は、平成四年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成五年六月一〇日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、平成五年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成六年六月三〇日最高裁判所規則第四号） 



１ この規則は、平成六年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成七年六月七日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、平成七年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成八年六月六日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、平成八年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成九年六月五日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、平成九年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成一〇年六月一日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、平成十年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成一一年六月九日最高裁判所規則第三号） 

１ この規則は、平成十一年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成一二年一月七日最高裁判所規則第一号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

 

附則（平成一二年六月九日最高裁判所規則第八号） 

１ この規則は、平成十二年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前



の例による。 

 

附則（平成一五年六月一六日最高裁判所規則第一三号） 

１ この規則は、平成十五年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成一六年六月九日最高裁判所規則第一〇号） 

１ この規則は、平成十六年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の施行の日か

ら施行する。 

（施行の日＝平成二五年一月一日） 

 

附則（平成二五年七月三一日最高裁判所規則第三号） 

この規則は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法（平成二

十五年法律第六十一号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二五年九月二十五日） 

 

附則（令和元年七月九日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、令和元年八月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（令和五年六月一日最高裁判所規則第二号） 

１ この規則は、令和五年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（令和六年六月一二日最高裁判所規則第一二号） 

１ この規則は、令和六年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前



の例による。 

 

附則（令和七年二月一二日最高裁判所規則第三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。次条

において「刑法等一部改正法」という。）の施行の日（令和七年六月一日）から施行す

る。 

 

附則（令和七年三月三日最高裁判所規則第五号） 

１ この規則は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和六年

法律第二十二号）の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた旅費、日当及び宿泊料の額につ

いては、なお従前の例による。 

 

附則（令和七年六月一一日最高裁判所規則第八号） 

１ この規則は、令和七年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 

 

附則（令和八年三月二四日最高裁判所規則第五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号）の

施行の日（令和八年五月二十一日。次項において「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起され

るもの（施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係

る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除

く。）並びに施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続

の申立てに係る事件（訴えに係る事件を除く。）における旅費、日当及び宿泊料の額

について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの（施行日前にさ

れた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当

該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。）並びに施行日前に

開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件（訴え

に係る事件を除く。）における旅費、日当及び宿泊料の額は、なお従前の例による。 

 

附則（令和八年六月一〇日最高裁判所規則第一〇号） 



１ この規則は、令和八年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前

の例による。 


